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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板と導電板を有する回路構成体と、
　係止部品と、
　前記係止部品が装着される装着部を有するフレームと、を備え、
　前記回路構成体の一端側に第１係止部が形成され、前記回路構成体の他端側に第２係止
部が形成され、
　前記フレームは、前記第１係止部と係止して前記回路構成体の一端側を受ける第１被係
止部を有し、
　前記係止部品は、前記第２係止部と係止して前記回路構成体の他端側を受ける第２被係
止部を有する電気接続箱。
【請求項２】
　前記第１係止部と前記第２係止部は、前記導電板に形成されたバスバーである請求項１
に記載の電気接続箱。
【請求項３】
　前記係止部品は、樹脂製のハウジングと、このハウジングに埋設されたナットとを備え
た端子台である請求項１または請求項２に記載の電気接続箱。
【請求項４】
　前記第２被係止部は、前記第２係止部を受ける前記ナットの座面である請求項３に記載
の電気接続箱。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書によって開示される技術は、電気接続箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、共通の車載電源から各電子ユニットに電力を分配する手段として、複数本のバス
バーにより配電用回路を構成し、これにスイッチ素子等を組み込んだ電気接続箱が一般に
知られている。この種の電気接続箱として、例えば特開２００５－１５１６２４号公報（
下記特許文献１）に記載のものが知られている。この電気接続箱の回路構成体は、回路体
と、この回路体が接着される接着面を有する放熱部材と、回路体を収容するケースと、こ
のケースの開口部に装着されるカバーとを備えて構成されている。
【０００３】
　仮に回路体を放熱部材に接着する前に回路体に電子部品を実装すると、電子部品を実装
した後から放熱部材に接着するまでの間の回路体の取り扱いについて、回路体がその薄板
状の形状により変形し易く、その変形により電子部品の実装部分を破損させるおそれがあ
るため、その取り扱いに留意しなければならない。その点、上記の回路構成体では、放熱
部材に接着された後の回路体に対して電子部品を実装することで、回路体を構成してから
放熱部材に取り付けるまでの間には、上記のような留意を要せず回路体を取り扱うことが
できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１５１６２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記の回路構成体は、放熱部材への取り付けを前提としたものであり、
放熱部材がない回路構成体においては問題を解決することができない。また、電子部品の
実装前に必ず回路体を放熱部材に取り付ける必要があるため、製造方法の制約を受けるこ
とになる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本明細書によって開示される電気接続箱は、回路基板と導電板を有する回路構成体と、
係止部品と、前記係止部品が装着される装着部を有するフレームと、を備え、前記回路構
成体の一端側に第１係止部が形成され、前記回路構成体の他端側に第２係止部が形成され
、前記フレームは、前記第１係止部と係止して前記回路構成体の一端側を受ける第１被係
止部を有し、前記係止部品は、前記第２係止部と係止して前記回路構成体の他端側を受け
る第２被係止部を有する構成とした。
【０００７】
　このような構成によると、電気接続箱の必須構成部品であるフレームによって回路構成
体を保持することができるため、回路基板が薄板状の形状により変形し易い場合でも回路
基板の変形を抑制することができ、回路基板の取り扱いが容易になる。また、回路基板に
電子部品を実装する際に回路構成体を保持する治具としてフレームを利用できるため、回
路構成体を保持する治具が別途不要になる。
【０００８】
　本明細書によって開示される電気接続箱として、以下の構成としてもよい。
　前記第１係止部と前記第２係止部は、前記導電板に形成されたバスバーである構成とし
てもよい。
　このような構成によると、バスバーを利用して第１係止部と第２係止部を形成すること
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ができる。
【０００９】
　前記係止部品は、樹脂製のハウジングと、このハウジングに埋設されたナットとを備え
た端子台である構成としてもよい。
　このような構成によると、端子台を利用して回路構成体の他端側を受けることができる
。
【００１０】
　前記第２被係止部は、前記第２係止部を受ける前記ナットの座面である構成としてもよ
い。
　このような構成によると、バスバーによって構成された第２係止部がボルト締結される
ナットの座面を第２被係止部とすることができる。
【発明の効果】
【００１１】
　本明細書によって開示される電気接続箱によれば、電気接続箱の必須構成部品であるフ
レームによって回路構成体を保持することができ、回路基板の取り扱いが容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】電気接続箱の平面図
【図２】図１におけるＡ－Ａ線断面図
【図３】図１におけるＢ－Ｂ線断面図
【図４】図１におけるＣ－Ｃ線断面図
【図５】端子台の平面図
【図６】端子台の底面図
【図７】端子台の側面図
【図８】回路構成体の平面図
【図９】回路構成体の底面図
【図１０】回路構成体の側面図
【図１１】回路構成体の正面図
【図１２】フレームの平面図
【図１３】フレームの底面図
【図１４】フレームに回路構成体を装着した状態を示す平面図
【図１５】フレームに回路構成体を装着した状態を示す底面図
【図１６】フレームに回路構成体を装着した後、端子台を組み付けた状態を示す底面図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　＜実施形態＞
　実施形態を図１ないし図１６の図面を参照しながら説明する。本実施形態の電気接続箱
１０は、回路基板２０と導電板３０を有する回路構成体４０と、端子台５０と、フレーム
６０とを備えて構成されている。回路基板２０と導電板３０はいずれも平板状をなし、ほ
ぼ同形状とされている。回路構成体４０は、図８から図１１に示すように、回路基板２０
と導電板３０を互いに接着することで構成され、側面視で略平板状をなすとともに、平面
視で略方形状とされている。
【００１４】
　回路基板２０には、図示はしないものの、半導体スイッチング素子が実装され、この半
導体スイッチング素子の駆動を制御する制御回路が形成されている。導電板３０は、図８
に示すように、回路構成体４０の一端側４１に配された第１バスバー３１、回路構成体４
０の他端側４２に配された第２バスバー３２などを備えて構成されている。図１に示すよ
うに、第１バスバー３１は、フレーム６０に対する取付部とされ、第２バスバー３２は、
電源側の丸端子に接続される電源端子とされている。
【００１５】
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　第１バスバー３１は、図８に示すように、平面視で回路構成体４０の一端側４１に切り
欠かれて形成された第１切欠部３３の範囲内に配設されている。また、第１バスバー３１
は、第１切欠部３３の端縁から上方に延出された後、その延出端から水平方向に延出され
ることで段付き形状とされている。一方、第２バスバー３２は、平面視で回路構成体４０
の他端側４２に切り欠かれて形成された第２切欠部３４の端縁から上方に延出された後、
その延出端から水平方向に延出されることで段付き形状とされている。第１バスバー３１
と第２バスバー３２は、平面視で互いに直交する配置とされている。
【００１６】
　端子台５０は、図５から図７に示すように、全体として略方形のブロック状をなし、樹
脂製のハウジング５１と、このハウジング５１に埋設されたナット５２とを備えて構成さ
れた端子台とされている。ナット５２は、平面視で四角形状をなし、ハウジング５１に圧
入もしくはインサート成形によって固定されている。ナット５２の締結座面５３は、ハウ
ジング５１の上面５８に露出している。この締結座面５３には、ねじ孔５４が開設されて
いる。
【００１７】
　ハウジング５１の左右両側面５９には、左右一対の係止片５５が形成されている。この
係止片５５は、図６に示すように、ハウジング５１の内部側に撓み空間５７を有する片持
ち状の弾性片とされている。また、係止片５５は、ハウジング５１の左右両側面５９より
も突出する係止突起５６を有している。したがって、係止突起５６を押し込むと、係止片
５５が弾性的に撓み変形して撓み空間５７内に収容される。
【００１８】
　フレーム６０は、図１２から図１３に示すように、平面視で略方形の枠状をなしている
。フレーム６０は合成樹脂製であって、端子台５０が装着される装着部６３と、導電板３
０のうち第１バスバー３１と第２バスバー３２を除く平板形状の本体部３５を主に収容す
る収容部６７とを有している。
【００１９】
　装着部６３は、フレーム６０の一端側６１に配されている。一方、フレーム６０の一端
側６１と対角をなす他端側６２には、受け部６４が形成されている。この受け部６４には
、図１４に示すように、回路構成体４０の第１バスバー３１が上方から引っ掛かって受け
られるようになっている。これにより、回路構成体４０の一端側４１がフレーム６０の一
端側６１によって支持される。
【００２０】
　フレーム６０の装着部６３の側壁６５には、第２バスバー３２を挿通させる挿通溝６６
が形成されている。この挿通溝６６は、装着部６３の内部空間と収容部６７の内部空間と
を連通させる形状とされており、収容部６７側から装着部６３側に第２バスバー３２を挿
通させることができるようになっている。挿通溝６６を挿通して収容部６７に配設された
第２バスバー３２は、図１５に示すように、下方に臨んでおり、図２に示すように、端子
台５０を装着部６３に下方から装着することで締結座面５３によって受けられるようにな
っている。これにより、回路構成体４０の他端側４２が、フレーム６０の他端側６２に配
設された端子台５０によって支持される。
【００２１】
　フレーム６０の四隅部のうち一端側６１と他端側６２を除く一対の対角部６８には、一
対の補助受け部６９が形成されている。この補助受け部６９には、図１４に示すように、
回路構成体４０の四隅部のうち一端側４１と他端側４２を除く一対の対角部４３が下方か
ら当接するようになっている。すなわち、第１バスバー３１は、フレーム６０の受け部６
４に上方から当接し、第２バスバー３２は、端子台５０の締結座面５３に上方から当接す
るのに対して、回路構成体４０の一対の対角部４３は、一対の補助受け部６９に下方から
当接する点で異なっている。このようにすると、回路構成体４０が、第１バスバー３１と
第２バスバー３２を通る軸線を中心として回転することを抑制できる。なお、回路構成体
４０の一対の対角部４３には、導電板３０が露出されており、この露出された導電板３０
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に補助受け部６９が当接することになる。
【００２２】
　図４に示すように、装着部６３の内壁には、端子台５０の一対の係止片５５が係止する
一対の係止段部７０が形成されている。この係止段部７０は、装着部６３の下端側に位置
している。端子台５０を装着部６３に対して下方から装着すると、係止片５５の係止突起
５６が装着部６３の内壁に押し込まれて係止片５５が撓み空間５７に進入し、端子台５０
が装着部６３に正規に装着されると、係止突起５６が係止段部７０に嵌まり込んで係止片
５５が弾性的に復帰する。これにより、係止突起５６が係止段部７０に上方から引っ掛か
って係止した状態となり、端子台５０が装着部６３に保持される。
【００２３】
　本実施形態は以上のような構成であって、続いてその作用を説明する。まず、回路基板
２０と導電板３０を互いに接着させて図８に示す回路構成体４０を形成する。この回路構
成体４０の第２バスバー３２をフレーム６０の挿通溝６６に挿通させつつ、第１バスバー
３１を受け部６４に支持させる。この状態では、第２バスバー３２が端子台５０によって
支持されていないため、図１５に示すように、フレーム６０を上下逆にした状態で回路構
成体４０を組み付けるようにすればよい。このようにすれば、回路構成体４０の一対の対
角部４３が、フレーム６０の一対の補助受け部６９によって支持されるため、回路構成体
４０をフレーム６０に組み付ける作業が容易になる。
【００２４】
　次に、端子台５０をフレーム６０の装着部６３に組み付ける。すると、端子台５０の一
対の係止突起５６が装着部６３の一対の係止段部７０に係止することで端子台５０が装着
部６３に保持される。この後、フレーム６０を上下逆にすると、第１バスバー３１がフレ
ーム６０の受け部６４に支持され、第２バスバー３２が端子台５０の締結座面５３に支持
された状態になる。したがって、回路構成体４０がフレーム６０によって保持される。例
えば、回路基板２０が薄板状の形状でかつ導電板３０にスリット（図示せず）が形成され
ているために回路構成体４０が変形し易い場合であっても、フレーム６０によって回路構
成体４０の変形を抑制できる。これにより、回路構成体４０の取り扱いが容易になる。
【００２５】
　また、回路基板２０に電子部品を実装する際に用いる治具としてフレーム６０をそのま
ま使用することができるため、従来より用いられていた実装用の治具を廃止することがで
きる。このようにして、フレーム６０に保持された回路構成体４０の回路基板２０に半田
ペーストを塗布して電子部品を所定の位置に載置し、リフローを行う等して電子部品を回
路基板２０に実装する。その後、フレーム６０の上側開口部にカバーを装着する等して、
電気接続箱が構成される。そして、電源に接続された丸端子（図示せず）を第２バスバー
３２の上面に載置し、ボルトをねじ孔５４に締め込んでいくと、端子台５０と第２バスバ
ー３２が丸端子側に引き寄せられて持ち上がる。この結果、図２に示すように、第２バス
バー３２が、端子台５０の上面５８と装着部６３の内壁上面７１との間に挟み込まれた状
態となり、回路構成体４０が上下方向にがたつきなくフレーム６０に保持される。
【００２６】
　以上のように本実施形態では、電気接続箱１０の必須構成部品であるフレーム６０によ
って回路構成体４０を保持することができるため、回路基板２０が薄板状の形状により変
形し易い場合でも回路基板２０の変形を抑制することができ、回路基板２０の取り扱いが
容易になる。また、回路基板２０に電子部品を実装する際に回路構成体４０を保持する治
具としてフレーム６０を利用できるため、回路構成体４０を保持する治具が別途不要にな
る。
【００２７】
　第１係止部と第２係止部は、導電板３０に形成されたバスバー（第１バスバー３１、第
２バスバー３２）である構成としてもよい。
　このような構成によると、バスバーを利用して第１係止部と第２係止部を形成すること
ができる。
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　係止部品は、樹脂製のハウジング５１と、このハウジング５１に埋設されたナット５２
とを備えた端子台５０である構成としてもよい。
　このような構成によると、端子台５０を利用して回路構成体４０の他端側４２を受ける
ことができる。
【００２９】
　第２被係止部は、第２係止部（第２バスバー３２）を受けるナット５２の座面（締結座
面５３）である構成としてもよい。
　このような構成によると、バスバーによって構成された第２係止部（第２バスバー３２
）がボルト締結されるナット５２の座面（締結座面５３）を第２被係止部とすることがで
きる。
【００３０】
　＜他の実施形態＞
　本明細書で開示される技術は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定される
ものではなく、例えば次のような種々の態様も含まれる。
　（１）上記実施形態では第１バスバー３１と第２バスバー３２がいずれも段付き形状と
されているものの、第１バスバーと第２バスバーをフラットな平面形状にしてもよい。
【００３１】
　（２）上記実施形態では第１係止部と第２係止部が導電板３０に形成されているものの
、第１係止部と第２係止部を回路基板に形成してもよい。
【００３２】
　（３）上記実施形態では係止部品として端子台５０を例示しているものの、樹脂製のハ
ウジングのみからなる係止部品としてもよい。この場合、第２被係止部は、ハウジングの
上面となる。また、係止部品の他の例として、金属部品の表面に樹脂コーティングしたよ
うな係止部品も適用可能である。要するに、フレーム６０との間で第２バスバー３２を挟
んで固定し、フレーム６０とは別体構造の係止部品であればよく、材質は特に限定されな
い。
【００３３】
　（４）上記実施形態では放熱部材を用いていないものの、導電板３０の下面に放熱部材
を取り付けてもよい。
【符号の説明】
【００３４】
　１０…電気接続箱
　２０…回路基板
　３０…導電板
　３１…第１バスバー（第１係止部）
　３２…第２バスバー（第２係止部）
　４０…回路構成体
　４１…一端側
　４２…他端側
　５０…端子台（係止部品）
　５１…ハウジング
　５２…ナット
　５３…締結座面（第２被係止部）
　６０…フレーム
　６３…装着部
　６４…受け部（第１被係止部）
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